
情報漏えい及び情報システム障害等発生時の所管課対応フロー

　【報告対象】

　【連絡・報告先】

市民に影響があった場合又は庁内に大きな影響が出た場合
情報システムのデータの改ざん・消失が発生した場合

業務改革推進課（個人情報漏えい事案以外）

報告基準

機密情報（機密性２及び３）の漏えい・紛失が発生した場合

 043-245-5717（内線90-6823）

具体例

・書類の紛失
・文書等の誤交付、誤送付
・メールの誤送信、ホームページでの誤公開

対象

機密性

完全性
・不正データ混入による事務処理ミス、遅延
　（プログラム障害、運用作業誤り、移行誤り等）
・ホームページ改ざん、ログやバックアップデータ等の消失

 043-245-5045（内線90-2294）

○○○@city.chiba.lg.jp（情報漏えい及び情報システム障害等報告）事案報告用アドレス

市政情報室（個人情報漏えい事案）

市民に影響があった場合又は庁内に大きな影響が出た場合可用性
・市民向けホームページの停止
・主要システムの業務時間内の予期せぬ停止
（住民情報系システム、CHAINS、内部管理システム等）

【事案への対処】
[初動対応]
・事実確認
・暫定措置（被害拡大防止） 等
[本格対応]
・詳細調査
・影響範囲特定
・恒久措置（原因解決） 等

【報告、届出、公表等】

・局長への報告

・影響を受けた個人・団体等への謝罪
・市長及び副市長等への報告
・ホームページ公表
・報道発表
・千葉県警（犯罪に係る場合）への連絡
・関係省庁への報告 等

事案発見

所属長へ連絡（情報システムに係る事案は
システム所管課の所属長へ）

以下のとおり電話とメールで連絡

適宜、「事案連絡票」を更新し、事案報告用アドレスにメール送付

・注意喚起
・再発防止策の検討

「事案報告書」を作成し、事案報告用アドレスにメール送付

第一報

確認・指示

経過報告

確認・指示

仮提出

内容調整

本提出

所属長へ報告

第一報の連絡

対応実施

経過連絡

事後対応

最終報告

【注】個人情報漏えいの場合、市政情報室からコンプライアンス推進室

及び報道室に、DV等支援措置対象者の個人情報の漏えいの場合は、

コンプライアンス推進室、報道室及び区政推進課に情報提供を行いま

す。

【注】報道発表を行う場合は必ず事前に資料を送付してください。

必要に応じて電話連絡も実施してください。

【注】内容確認のため、決裁前に仮提出してください。

【電話連絡】
個人情報漏えい ： 市政情報室に連絡
個人情報漏えい以外 ： 業務改革推進課に連絡
【メール連絡】

以下の事案報告用アドレスに「事案連絡票」をメール送付

○○○@city.chiba.lg.jp
※本メールアドレスは、市政情報室と業務改革推進課で

共用しています。

【注】報告、届出、公表等は所管課にて

必要性を判断の上で実施してください。

ただし、局長への報告は必ず行ってください。

また、個人情報漏えいの場合は、影響を

受けた個人・団体等への謝罪も必ず行って

ください。

事案発見後、速やかに連絡してください。

【注】個人情報漏えいの場合、市政情報室からコンプライアンス推進

室及び報道室に、DV等支援措置対象者の個人情報の漏えいの場

合は、コンプライアンス推進室、報道室及び区政推進課に情報提供

を行います。
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